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マイナ救急の令和７年度実証事業実施消防本部の決定
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「マイナ救急」とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険

証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組で

す。救急隊員が、傷病者のマイナ保険証と救急車に配備

されたタブレット端末を使用して傷病者の過去の受診歴

や薬剤情報などの医療情報を閲覧することで、傷病者が

救急隊に自身の情報を伝える負担の軽減に繋がるほか、

傷病者に適応する搬送先医療機関の選定などの効果が期

待できます。

1. はじめに

67消防本部660隊の参画を得て実施した令和６年度の

実証事業では、マイナ救急による情報閲覧件数が１万件

を超え、数多くの活用事例が報告されました。

「高齢の夫婦のみで情報把握が困難な事案であったが、

マイナ救急を実施することにより、救急隊が正確な情報

を把握し、搬送先病院を円滑に選定することができ

た。」、「傷病者の観察や問診と並行して、マイナ救急

で既往歴等を確認できたため、不要な質問をせずに、速

やかに病院連絡に繋がった。」、「既往歴から適切な応

急処置を実施することができ、搬送先の医療機関に到着

したときまでに、会話が可能な状態まで回復した。」、

「マイナ救急を実施することにより、飲んでいる薬が分

かり、その薬の効果や症状から病名を推測し、適切な医

療機関を選定できた。搬送先病院でも薬剤情報を事前に

得られたため、緊急オペなどの事前準備ができた」など、

様々な活用事例や、役立ったとの声が寄せられ、マイナ

救急の有用性が確認できました。

2. 令和６年度実証事業を振り返って

救急企画室

4. おわりに
～「マイナ救急」をより身近に活用いただくために～

令和６年度の実証事業では、全マイナ救急未実施件数

のうち、マイナンバーカードの不所持、またはマイナ保

険証としての利用登録がされていないことによる未実施

件数が、全体の91％ありました。傷病者の方のマイナ保

険証がなければマイナ救急は実施できません。もしもの

時に備えて、マイナンバーカードの保険証登録、普段か

らの持ち歩きをお願いいたします。

今後も、消防庁は『あなたの命を守る マイナ救急』

をスローガンに、令和７年度のマイナ救急の全国展開を

推進してまいります。

問合せ先

消防庁救急企画室
TEL：03-5253-7529

3. 令和７年度実証事業について（報道発表資料参照）

令和７年度には、全国すべての720消防本部、合計

5,334隊の救急隊において、救急現場での操作性に優れ

た救急隊専用システムを用いた実証事業を行います。

昨年からマイナ救急実証事業を継続する救急隊（660

隊）については、４月以降順次実証を開始する予定です。

新たにマイナ救急実証事業に参加する救急隊（4,674

隊）については、４月中に開始時期をお知らせする予定

となっています。

消防庁では、マイナ救急の認知度向上を図るため、

ショートムービーを作成し、SNS（YouTube、消防庁X

等）で広報を行うとともに、全国の消防本部、都道府県

等へ提供します。また、今後、マイナ救急の流れの説明、

有用事例の紹介、マイナ保険証の傾向の呼びかけ等のた

め、政府広報、ポスター、広報誌等により、国と自治体

とで連携した広報を実施します。
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